
 

 

 

 

 

 

 

 

 

■  研修期間は３日間。研修内容は、刈払機・チェンソ-の知識と安全教育並びに取

扱の現場実技などです。（※３日間全て受講可能な方）  
 

■  研修修了者には、刈払機の「安全衛生教育修了証」とチェンソ-の「特別教育修

了証」が交付されます。  
 

■  受講料は無料ですが、ﾃｷｽﾄ代 6,222 円 (ﾁｪﾝｿｰ 3,522 円、刈払機 2,700 円 )の  

 負担をお願いします。また、交通費、昼食代、宿泊代などは自己負担となります。  
 

■  研修修了後、林業への就業を希望される方は、ハローワーク（公共職業安定所）、

山口県若者就職支援センターで職業相談のうえ、森林組合及び林業事業体からの

求人募集の紹介を受けることができます。また、当財団においても求人情報の提

供等を実施していますので、相談して下さい。  
 

■  申込締切り以後は受け付けません。また定員になり次第締切りますので早目にお

申し込み下さい。詳細については締め切り後、受講者に郵送にてご連絡致します。  
 

■  受講希望者は別紙専用研修申込書にてお申し込み下さい。  
 

※詳細日程および申込書は、ホームページへも掲載しております。  
 
 

 

 

         

 

 

 

研  修  日  研  修  会  場  定員  申込締切日  

平成 30 年  
6 月 15 日 (金 ) 

6 月 28 日 (木 ) 

6 月 29 日 (金 ) 

 山口市矢原１２８４－１  

 山口職業訓練支援センター  

ほか  

20 人  

平成 30 年  

5 月 28 日 (月 ) 

必着  

このたび林業への新規就業希望者等（１８歳以上）を対象に、 

刈払機（草刈機）やチェンソ－の取扱い研修を行います。  

研修は、下記の内容で実施しますのでご応募下さい。  

やまぐち森林担い手財団   

【お申し込み・お問い合わせ先】   

〒 753－ 0048 山口市駅通り二丁目 4 番 17 号   
一般財団法人やまぐち森林担い手財団  
山口県森林整備支援センター   
T E L (０８３ )９３２－５２８６    

F A X (０８３ )９３４－３１５０   

http://ｗｗｗ .ykenshin.or.jp/yamahito  


